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国民年金保険料の納付力薪呈済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの
障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

^

本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得(過去の年度分については、前々年や
前々々年所得等)が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または
一部免除となゆます。(一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間
となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。)

<全額免除となる所得の目安> {(扶養親族の数+ 1)×35万円}+ 32万円
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50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)それぞれの前年等の所得が一定額
以下(全額免除の所得基準と同じ)の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
※①の免除を受けた期間は将来の老齢基礎年金の額が増額(国庫負担分が反映)されますが、②の納付猶予を受けた期間
は老齢基礎年金の額は増額されません。

※免除(全額・一音のまたは猶予が承認されると、付加年金および国民年金基金はご利用できませんのでご注意ください。
また、付加年金および国民年金基金は、過去にさかのぽっての加入ができません。
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免除等が申請できる期間
・過去期間・・・・・・申請書が受理された月から2年1力月前(すでに保険料力読内付済の月を除く)まで。
・将来期間・・,・・・翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで。
ただし、 1枚の申請書で申請できるのは、 7月から次の年の6月までの12力月間となりますので、
必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。(免除等の1年度=7月~翌年6月)

例:令和7年7月に、令和5年6月から令和8年6月までの期間を申請する場合、
①令和4年度分(令和 5年6月~令和 5年6月)
②令和 5年度分(令和 5年7月~令和 6年6月)
③令和 6年度分(令和 6年7月~令和 7年6月)
④令和7年度分(令和7年7月~令和8年6月)の4枚の申請書が必要となります。

なお、この例の場合は、令和5年5月以前は時効により申請できません。

※過去期間は2年1力月前まで申請できますが、申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合が

ありますので、すみやかに申請をしてください。

.添付書類

・失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請するときは、証明書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険
受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなど)を添付してください。なお、過去に同一の
失業・イ到産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる証明書類を添付した
ことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。
その他、必要な添付書類は、本人控の裏面にある「2.添付書類について」をご確認ください。

つマイナンバー に人番=

3枚目〔丞1入匝〕の裏面の注意事項も必ずお読みください。

を 書類カミ必要になます

^^^

必要な添付書類は、本人控の裏面にある「※マイナンバー q固人番号)により申請を行う際の添付書類に
ついて」をご確認ください。
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●この申請書の提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所優β送による提出も可能)です。
なお、 3枚目は本人控ですので、お手元に保管してください。※郵送の場合、受付印のある本人控が必要な方は、 2枚目3枚目と一緒

に、宛名の記入と所要額の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。受付印を押印の上、「本人控」をご返送いたします。

●スマートフォンやバソコンとマイナンバーカードで、マイナボータルを利用して電子申請ができます。

電子申請の概要は白本年金機構
手続きおよび申請方法はこちらから ホームページをご覧ください。 回'回回回
T 国民年金電子申請検索マイナボータル検索

回、、' 1 回'!htヒPS:/ノ、~WW.nenkin.go.]P/htヒPS:ノ/rnyna.go.JP
tokusetsu/denshi_kokunen.html

^
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二^^

●審査後に決定通知書を送付します。決定通知書が届くまでの間は、文書や電話により保険料の納付をご案内

する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●納付のご案内は、日本年金機構から委託された民間事業者が、平日だけでなく、士日や夜間も行っています。
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日本年金機構理事長

以下のとおり免除・納付猶予を申請します。

また、配偶者および世帯主の記入に漏れがないことを申

し立てします。

この申請に必要な本人、配偶者および世帯主に関する情

報炉斤得情報、生活保護受給情報等)の確認について、市

区町村(前住所地等を含む)および日本年金機構に委託し

〒123 -、156ン
」
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ます。

住所

あて令和00年C0月00日

XI×1><1X XI×1×1X XI×1×1X

※免除・納付猶予の申請年度は7月から翌年6月までです。

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

被保険者氏名

基礎年金番号(10桁)で申請する場合は「①個人番号(または基礎年金番号)」欄に左詰め.で.記入.L.エ.くださ.い。

個人番号
(まだよ基礎
年金番号)

③
被保険者
氏名

.

1日本年金樹昔HP(h壮郡://W艸.nen加.go.jp/)に国民年金保険料免除・納付猶予申請書の記載方法を説明
する動画を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
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国年

A

制、島

⑤
配偶者

氏名

太郎

「提出年月日・住所・被保険者氏名」欄

10提出年月日を記入してください。
.

:0住民票の住所を記入してください。

⑦
世帯主
氏名

φ請§局

領御卯鵬
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..
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..
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..
..
..

(ブ仂'ナ)ヨクネン 1 イチロワ

国年 一良"

⑧
特記事項

◆配偶者が別世帯の場合は、配偶者の個人番号02桁の妻号)を記入してください。
◆申請期間中の世帯状況に喪更(結婚・離婚・世帯主交更等)があった場合は、変更事由、対象者氏名および変更年
月日等を記入してください。また、申請期間中に海外転出入があった場合は、国名と転出入日を記入してください。
◆「⑯申請期間」欄に記載した年の1月1日時点において海外に居住していた場合は、国名およぴ転入日を記入してください。

令和7生1月1日アメリカ合衆国か挙区入

令和7年4月』昌世帯主変戸前世希王
が1 ^ ^

の の

⑨
免除等区分

令郡丘明~制眸明

②
電話番号

◆

B

⑩
申請期間

審査します。審査を希望Lない免除等区分がある場合は、該当する数字を「"」で抹消してください。
※「納付猶予」は、50歳未満の期間が対象となり、年金を受け取るために必要な期聞に算入されます。
「軸付猶予」の審査順序を衰更する場合は、モの旨を「⑭備考」欄に記入してください。

1 全額免除

(保険料全額を免除)

申詣前に、記入もれ、記入渓りかないかを再沃ごじ:
非認ください。(詣入もれや記入隠りが判韻しブニ場食
"は、各窺の返戻やさかのぽって亨ゞ余等の獄姦か取
'邑

::り消し等となります。)

⑪
16歳以上19歳
未満の^

自宅
携帯電話
勤務先
その他

H 「⑪16歳以上19歳未満の扶養親族」欄
..

::0被保険者本人、配偶者、世帯主の方
..

が、免除・納付猶予申請年度の前年12
邑.
..
E ,
..

月末日時点において、16歳以上19歳未E ,
..
邑,

満の扶養親族がいる場合は「あり」、い..
E .
..

ない場合は「なし」に0を記入してくださ
..
..
..
..

い..
E ,

H O「あり」に0を記入した場合は16歳以上
H 19歳未満の扶養親族の人数を記入して
..

H ください。

制眸開~令郡凱3

⑫
特例認定
区分

※世帯主氏名は被保験者または配偶者以外が世帯主で

ある場合に記入してくださし、。

被保険者

配偶者

世帯主

訊佐卯鵺

2 納イ寸猶予

(保険料納付を猶予)

⑬
継続希望

π、

被保険者

配偶者

世帯主

16歳以上円歳未満の扶養親族

16歳以上円歳未滴の扶養親族

16歳以上円歳未滴の扶養親族

記入がない場合は、以下の免除等区分について1~5の順に全て

■......ー...●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●..................■..........................■..●●●●●●●●●●●●●●●●●,

⑭
備考

「⑫特例認定区分」欄

10失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請するときは、該当年月日(離職日の翌日または事業を廃止等した日)を記入の上、失業前の
雇用保険加入の(あり・なし)に0を記入し、証明書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票

1「全額免除」または「杭イ楢予」が承認された場合は、翌与度以降も同じ免除区分での免除申請を希望します。
霊^・:....::を0で囲んでください。

2 1 ヤ、した上で、納イ寸猶〒が承認された次の年度において全額免除の審査基凖に骸当する場合、モの年度以降は全害娩除を
'、ム.::"":1 を0で囲んでください。

//

.
失業令和年

失業令和年

失業令和OC任

令和

1・一躯
,(保険料ν4納付が必要

,

. 配偶者および世帯主について

ゞ＼{、1'<

領眸朝鵺

0今年度分を申請する場合は、現在の配

偶者・世帯主を記入してください。

0過去の年度分を申請する場合は、その

できる証明書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。

10災害(震災、風水害、火災など)を受けたために申請するときは、「2 天災等」に0を記入してください。
10生活扶助以外の扶助、生活保護に相当する保護(外国籍の方)、特別障害給付金、配偶者の暴力から避難していることを理由として
申請するときは、「3.その他」に0を記入した上で、手続きの詳細についてお近くの年金事務所またはお住まいの市区町村の年金担当
窓口へご相談ください。

「⑬継続希望」棚

10「継続希望1」においては、全額免除または納付猶予の承認を受けた場合、翌年度以降も引き続き全額免除または紬付猶予の申請を
希望するものです。(希望した場合は、翌年度以降に改めて申請を行う必要はありません)

0「継続希望2 」においては、納イ寸猶予が承認された翌年度に全額免除の審査基準に該当する際、全額免除を審査する旨を希望するものです。
...

0継続希望1および2について希望しない場合のみ' :.. ..:'に0を記入してください。

のコピーなど)を添付してください。なお、過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認
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例1三ごミ巨どに閼ず包菰明・'二門"涯

制昨朝鵺

申請期問の末日時点の配偶者・世帯主

宣起△上工S^
0世帯主氏名は、被保険者または配偶者

以外が世帯主である場合に記入してく

ださい。

、」ノ「ノ

.

4 半額免除

(保険料1/2納付が必要)

邑

令郡卦卜制茂朗

2

・:

雇用保険加入(あり

年度分

なU

な

なし

雇用保険加入( L・

雇用保険加入(り・

配イ者については、別世一であっても

1合別世記入してください この

※全額免除を受けた期間は将来の老齢基礎年金額に反映されますが、納付猶予を受けた期問は老齢基礎年金額に反映されません。

※失業など所得要件以外の理由による申請や過去の年度分の申請の場合は継続申請の対象になりません。
..
邑,
..
邑,

「⑭備考」欄 ..
邑.
..

03枚目(玉丕垂)裏面の注意事項の1 ⑤をご参照の上、該当する場合に記入してください。 邑,
..
..

0失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請する場合で、「⑰特例認定区分」欄に記載した失業などに関する証明喜類を過去に提出した ..
..
..

ことがある場合は、仮」1のようにその旨を記入してください。 邑.
..
邑.

0申請を希望する年度中の一部の期問(失業、離婚後、世帯分敲後など)1こ限り申請する場合は、例2のようにその旨を記入してください。 ..
邑,
..

※なお、一部の期問に限定した申請については、失業等の理由が発生した月の前月分から審査を行います。(失業等より前の期間についても E ,
..

免除等を希望する場合は記入しな1、でください) .,
..
..

0「⑨免除等区分」欄で「2 納付猶予」の審査順序を変更する場合は、その旨を記入してください。 .,
..

:(例.4分の1免除の次に納付猶予を審査) H I
●"●●●一..■..........●●●●●●●●●●●●●●●●.........●..●...................■..■..■..........................................■...■....■.■......●、....●..■......●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.、●●●1

2507 1016 002

配イ者の個人

「⑧特記事項」欄
0例・「⑩申請期間」欄が令和フ年度分
(令和7年7月~令和8年6月)の場合、令
和7年1月1日時点での海外居住について

1記入してください。:
、..........●.●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

「⑨免除等区分」欄
0審査を希望しない免除等区分がある場
合のみ、該当する免除等区分の数字を
最」で抹消してください。

「⑩申請期間」欄
0免除・納付猶予を希望する年度を記入
してください。
0免除・納付猶予での年度は、7月から翌
年6月までです。
(伊上令和7年度分)

配イ

ξさし

ヨ々三ミ三イ
゛

,

5 4づ扣)1免除

(保険料3/4納付が必要

なし)

なし)

なし)

者の個人号鋼1こ記入してく

^

.

.

邑

天災等

天災等

天災等

「81記

伊n 矢美後の燭闇に随'り申郭

A郡僻三~制等明

額鰔數焔誹需

工

その他(

その他(
その他(

04 015 210

希望しません

なお、令和7年度分は、令和7年7月:・

以降に申請することができます。

0過去期間は、申請書が受理された月か
ら2年1力月前(すでに保険料が納付済
の月を除く)まで申請することができま

⇔厶和7年7月分~令和8年6月分

014 018

希望しません 0

記入例

制鞍分
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..
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様式コート
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日本年金機構理事長

以下のとおり免除,納付猶予を申請します。
また、配偶者および世帯主の記入に漏れがないことを申
し立てします。
この申請に必要な本人、配偶者および世帯主に関する情
炉斤得情報、生活保護受給情報等)の確認について、市
区町村(前住所地等を含む)および日本年金機構に委託し
ま]一。

〒

住所;

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

あて 'き、

被保険者氏名

世冊主

基礎金番号(10

号
(または墓礎

1 指定全瀬免除申請事務
1 、鹿又主及者'
L____^^_____ご_____

)で申清する合は「1個人号(または基礎金号)

希望しません
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f生年月日
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卓
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'巡卜ご、、' 1
16歳以上lg歳 1
未満の扶養觀族1

天災等
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その他(

^
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⑬
継続希望
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^
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^
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N
^

希望しません

1「全顎免除」または「納付猶予」が承認された場合は、翌年度以降も同じ免除区分での免除申請を希望します。
鈴豊Lない揚^・ を0で囲んでください.

2 1を希望した上で、納付猶予が承認された次の年度において全額免除の審査基峯に該当する場合、その年度以降は全額免除を

希望します。

霊望Lない揚^' を0で囲んでください。

令禾口

4,半額免除 1 54分の3免除 4分の1免除3
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失業令和

タミ男ミ令翻

失業令和
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※所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合には、正しく申告する必要があります。
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日本年金機構理事長あて

以下のとおり免除・納付猶予を申請します。
また、配偶者および世帯主の記入に漏れがないことを申
し立てします。
この申請に必要な本人、配偶者および世帯主に関する情
報(所得情報、生活保護受給情報等)の確認について、 市
区町村(前住所地等を含む)および日本年金機構に委託 し

ます。

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

住所

^

被保険者氏名

個人番号
(または基礎

1(フリがナ)③
「ーーー]

被保険者

.払定全額免森申謂事務1 市区町村'取扱者"

氏名

⑤
配偶者

氏名
-1牲工

^ト

曹

才雇用保険加入(あり

才雇用保険加入(あり

=>雇用保険加入(あり

'ー
^

^

1 ;

^

^

ブ

年度分

'

'班白' N^

゛ダ'

世帯主

氏名
^

^

'ー

(フリがナ) 1
ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

^
^

、βj

特記事項

^

寺配儷者が別世帯の場合は、配偶者の個人番号(121テg番号)を記入し.てくださLX_,
.*請期畊.世帯掬や・ミ更 Y婚イ拶一易ちミ乳吏燮ゞあ_砥五1",国.五鳥*ズ゛雫入ば佐加。

^

^

ー^ー.門「〒,^"^^ーーー→

天災一

天災寺

天火等

^

傘「⑩申誥期問」欄に記載した年の1月1日時点において海外に居住Lていた場合は、国名および転入日を記入してください。

ι

C^

「ーーーーー^ーーーーー、、、、、、、、ーー、ーー、ーー、ー、ー、

呂^尋,

^

その他(

その他(

その他(

2507 1016 002

⑨

希望しません

^

免除等区分

[

晒酎畠者が別世帯の場合)配偶者の個人番号(

日本年金機構

.②
1電話番号

^

ーーーーーーーーーー"

なし

なし

なし

争

j

1

ーーーーーーニ

ご4
、、1被保険者
生年月日

^

⑩
申請期間

ゴー

轟
^

ーー;

審査Lます,審査を希望しない免除等区分がある場合は、該当する数字を rx」で抹消してください。
※「納付猶予1は、 50歳未満の期問が対象となり、年金を受け取るために必要な期問に算入されます。
「納付猶予」の審査順序を変更する場合は、その旨を「⑭備考」欄に記入してください。

1.全額免除 2,納付猶予 3.4分の3免除 4 半額免除

(保険料全額を免除)(保険料納付を猶予)(保険料1/4納付が必要)(保険料1/2納付が必要)

^̂

^^

被保険者⑪

16歳以上19歳 1 配偶者
未満の扶養親族1世延主

ーーー-1

⑥
,配偶者

1生年月日

自宅 1
携帯電話1
勤務先
その他

^

5 4分の1免除

(保険料3/4納付が必要)

毛圭
'

^

^

^

^

^

^ ^

^^

卓

舮和

平成

^

^

世帯主氏名は被保険者または配偶者以外が世帯主で

ある場合に記入してください、

不

三刀字口

平成

16歳以上円歳未満の扶養親族

16歳以上円歳未満の扶養棄見族

16歳以上円歳未満の扶養親族

す

^

仟1、J③

継続希望

被保険者

配偶者

世帯主

記入がない場合は、以下の免除等区分について 1~5の1煩に全て

^

き

⑭
備考

^

1「全額免除」または「納付猶予」が承認された場合は、翌年度以降も同じ免除区分での免除申請を希望します。

を0で囲んでください。亀望上■LL^.

2.1を希望した上で、納付猶予が承認された次の年度において全額免除の審査基凖に該当する場合、その年度以降は全額免除を

希望します。

霊望Lなし^は' 、'を0で囲んでください。

ヤ和

失業令和

扶t三を令和

タミ券ミ令ネロ

※所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合には、正しく申告する必要があります。

申請または承認後の留意事項について、裏面の「6.留意事項」をご覧ください。
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